
Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ①下水道使用料の適正化

課 題 ②定員管理の適正化

課 題 ③給与の適正化

課 題 ④投資的経費の抑制

課 題 ⑤未水洗化世帯の水洗化の促進

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記載すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記載する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　載すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容
　本市公共下水道事業は、流域関連公共下水道として昭和４７年度から事業着手し、
昭和６１年に供用開始した。現在までに、汚水管渠１２８Ｋｍ、雨水管渠７Ｋｍ、合
流管渠４Ｋｍの整備を図るとともに、雨水ポンプ場を２箇所建設した。総事業費５２
５億円余りを投資し下水道の普及に努めてきたが、平成１８年度末普及率は６３．
８％と府下平均の９２．１％に比べ大幅に遅れている。その大きな原因は、市域全体
に道路が狭く管渠布設時に地下埋設物の支障移転が発生すること、また、大規模開発
等がないことなどにより、普及率が大幅に増加しないことなどがあげられる。財政状
況では、一般会計繰入金に依存し収支の均衡を図ってきたが、市の財政状況が危機的
な状況のなか、一般会計からの繰入金に依存することは困難となっている。一方下水
道経営状況は、平成１７年度は、経費回収率２７．５％、大阪府下平均７６．１％、
類型平均４８．８％、汚水処理原価３８０．９円/ｍ3、大阪府下平均１６５．０円/ｍ
３、類型平均２３９．２円/ｍ3,使用料単価１０４．７円/ｍ3、大阪府下平均１２５．
６円/ｍ3、類型平均１１６．７円/ｍ3と、どの指標を見ても府下平均及び類型平均を
下廻っている。これらのことから下水道使用料の適正化も含め経営の健全化を図る必
要がある。

　本市においては、財政状況が危機的な状況のなか、未整備区域の約３４％を経営健
全化を踏まえたなかで整備を図るとともに、施設の老朽化による更新事業にも取り組
む必要がある。今後不断の努力で経営健全化を図り事業の進捗も目指したい。

本市の水洗化率は、平成１７年度末８３．７％であり府下平均９３．１％、類型平均
８８．９％と比べ低い状況にある。使用料収入の確保の観点から更なる水洗化率向上
に努めたい。

　投資的経費については平成１６年度以降、建設改良費を約２９．６％削減してき
た。今後も現在の整備水準を維持しつつ、将来の公債費負担の軽減に努める。また、
建設コストについても集中改革プランにおいて公共工事コスト縮減計画を策定、平成
２２年度当初まで１２％削減する。

　国の給与構造改革を踏まえ、給与水準及び諸手当の適正化に努める必要がある。

　本市集中改革プランにおいては、事務の効率的な運営及び民間委託の推進により、
平成２２年３月３１日の定員を１７名としている。しかし、早期の経営改善を目指
し、計画を前倒しするとともに、定員削減についてもさらに１名減とし、平成１９年
度当初１６名まで削減した。今後も経営健全化を目指し、更なる見直しが必要であ

　本市下水道使用料は、昭和５６年下水道条例を制定、平成９年消費税を外税とし現
在に至っている。健全な経営を考えるとき収入の向上は必要不可欠であり下水道使用
料は、負担の公平性という観点からも早急な改定が必要である。


